
市長メッセージ№57 

福島県医療非常事態宣言 発出 

～医療を守るためにも、感染対策の徹底、医療・検査の適正利用を！ 

 

本日、福島県医療非常事態宣言（8月 31日まで）が発出され、福島県感染拡大警報強化版

（BA.5対策強化宣言）へと対策が強化されました。 

BA.5系統への急速な置き換わりにより、県内の新規陽性者が連日、過去最多を更新し、第

6波までの最大値の 4倍近い感染拡大となっています。 

軽症の方も含めて受診者が医療機関に殺到し、また医療従事者の感染等の急増により医療

現場のスタッフが不足し、重症者や救急患者など医療の必要性の高い方への医療提供に支障

が生じるなど、医療体制が危機的な状況になりつつあります。 

 

このため、感染者数の抑制とともに、医療現場の負担に配慮した医療・検査の適正利用が

求められています。市民の皆さまには、熱中症に注意しながら、別紙１に掲げる感染対策を

一層徹底するとともに、緊急を要する場合を除き、救急外来や休日・夜間診療は避け、通常

の診療時間内に受診いただくようお願いします。また、症状がない方の検査目的の受診や陰

性証明等発行のための受診はご遠慮ください。 

一方、軽い症状がある重症化リスクの低い方には、医療機関を受診せずに検査できる体制

を、市独自の仕組みも設けて、強化しました。 

＊重症化リスクの低い方 ⇒ 重症化リスクの高い方（高齢者、基礎疾患がある方、妊婦）以外の方 

感染の不安のある方、新型コロナと思われる症状のある方は、下表の区分に基づいて、適

正に医療・検査をご利用ください。軽症の方向け、市によるドライブスルー方式の抗原検査

キット無料配布については別紙２をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



また、ワクチン接種は、重症化予防だけでなく、感染させる力の減退といった効果を持っ

ています。本市では、夏休み期間中に若年層が受けやすいようノババックスを含めた３種類

のワクチンと多様な接種機会別紙３を設けています。自分だけでなく、家族、友人など、大

切な人を守るためにもできるだけ早く接種を受けていただくよう、お願いします。 

 

                            令和 4年 8月 12日 

福島市長  木幡 浩  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


